
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 7 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 8 年 度 春 入学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 8 月 1 9 日 分 ）  

 

試 験 科 目 ： 刑 事 訴 訟 法  

１  出 題 趣 旨  

【 第 １ 問 】 被 疑 者 の 背 中 の 入 れ 墨 を 証 拠 と す る た め 写 真 撮 影 す る 方 法

に つ い て 説 明 し な さ い 。  

○ 趣 旨 ： 背 中 を 晒 し て 身 体 の 外 表 の 性 状 を 把 握 す る 処 分 で あ り ， 写 真

撮 影 す る な ど プ ラ イ バ シ ー の 権 利 を 強 く 制 約 す る 。 身 体 検 査 令 状 に よ

ら な け れ ば な ら な い 。執 行 に あ た り １ ３ １ 条 ，１ ３ ９ 条 が 準 用 さ れ る 。  

【 第 ２ 問 】 公 判 前 整 理 手 続 に お け る 証 拠 開 示 の 概 要 に つ い て 説 明 し な

さ い 。  

○ 趣 旨 ： 検 察 官 の 証 明 予 定 事 実 記 載 書 の 提 出 に あ わ せ た 当 初 の 証 拠 調

べ 請 求 証 拠 の 開 示 か ら ，一 覧 表 開 示 請 求 ，類 型 証 拠 開 示 請 求 ，被 告 人 ・

弁 護 人 の 予 定 主 張 提 出 に 伴 う 主 張 関 連 証 拠 開 示 を ま ず 説 明 。 争 い が 生

じ た と き の 裁 定 手 続 ， 被 告 人 ・ 弁 護 人 請 求 証 拠 の 開 示 に も 触 れ る と ベ

タ ー 。  

【 第 ３ 問 】 法 ３ ２ ８ 条 の 趣 旨 に つ い て 説 明 し な さ い 。  

○ 趣 旨 ： 自 己 矛 盾 供 述 に よ る 弾 劾 の 趣 旨 を 問 う 。 相 反 す る 供 述 の 存 在

を と も に 証 明 し て 両 方 と も 信 用 で き な い 状 態 に す る も の 。 同 一 人 の 適

式 な （ 署 名 押 印 の あ る ） 供 述 で な け れ ば な ら な い （ 捜 査 報 告 書 記 載 の

供 述 で は だ め ）。弾 劾 証 拠 が 提 出 さ れ た 後 に ，当 初 の 供 述 の 信 用 性 を 増

す 回 復 証 拠 も 含 ま れ る 。  

２  採 点 実 感  

【 1 問 】同 意 が な い 場 合 ，適 法 な 身 体 拘 束 に 伴 う 無 令 状 処 分（ 2 1 8 条 3

項 の 場 合 ）， 逮 捕 に 伴 う 無 令 状 身 体 検 査 の 場 合 （ 2 2 0 条 1 項 ） の 他 は ，

身 体 検 査 令 状 に よ る 。 こ の 場 合 に は ， 法 2 1 8 条 5 項 ， 6 項 ， 2 2 2 条 準

用 の 1 2 9 条 に つ い て も 触 れ る べ き だ が ， こ れ だ け の 言 及 あ る も の は 少

な か っ た 。  

【 2 問 】 類 型 証 拠 開 示 請 求 に 先 立 ち ， 検 察 官 保 管 証 拠 の 一 覧 表 開 示 請

求 に つ い て 触 れ る 必 要 が あ る が 抜 け て い る も の が 散 見 さ れ た 。 主 張 関

連 証 拠 開 示 請 求 を 適 切 に 摘 示 で き た も の が 少 な か っ た 。 証 拠 開 示 に 関

す る 裁 定 手 続 の 言 及 は な か っ た 。  

【 3 問 】 自 己 矛 盾 供 述 に よ る 証 明 力 減 殺 に つ い て よ く 書 け て い る 。 弾

劾 と そ の 後 の 回 復 ま で 含 め る 点 の 摘 示 も 的 確 に な さ れ た も の が 多 い 。

し か し ， 罪 体 の 有 無 に 関 す る 証 拠 な の で 厳 格 証 明 に 耐 え ら れ る 形 式 要

件 ― 署 名 押 印 か こ れ に 代 わ る 供 述 の 存 在 確 認 が 必 要 で あ る こ と の 言 及

は ほ ぼ な か っ た 。  

３  学 習 方 法  

刑 事 訴 訟 法 の 定 評 の あ る テ キ ス ト で 手 続 の 基 本 的 な 流 れ を 説 明 で き

る こ と ， 個 々 の 概 念 の 定 義 を 暗 記 す る こ と 。  

 


